
相 続 シ リ ー ズ 令 ８ － ３  

令 和 ８ 年 ３ 月 吉 日  

 

 

所有不動産記録証明制度が施行（Ｒ8.2.2～）  
 

 こ の 制 度 は 個 人 、 法 人 等 が 所 有 す る 不 動 産 を 全 国 的 規 模 で 証 明 す

る 制 度 で す 。  

 今 ま で 所 有 不 動 産 を 調 査 す る 場 合 、 本 人 や 法 人 の 住 所 地 の 市 町 村

窓 口 に い っ て 当 該 市 町 村 所 有 不 動 産 を 名 寄 帳 や 評 価 証 明 書 を 取 寄 せ

て 調 査 す る の が 一 般 的 で し た が 、 こ の 制 度 は 他 市 町 村 の 不 動 産 や 被

相 続 人 所 有 の 不 動 産 に つ い て も 調 査 証 明 し て く れ る 制 度 で す 。  

 相 続 登 記 の 義 務 化 に 伴 い 、 被 相 続 人 の 不 動 産 を 把 握 し や す く 、 手

続 負 担 や 登 記 も れ 防 止 を 図 る こ と を 目 的 と し て い ま す 。  

 

１ ． 請 求 で き る 人  本 人 、 本 人 の 相 続 人 、 法 人 、  

こ れ ら の 人 か ら 委 任 を う け た 代 理 人  

 

１ ． 請 求 方 法    書 面 又 は オ ン ラ イ ン (完 全 オ ン ラ イ ン )で 全 国 の  

法 務 局 に 申 請  

 

１ ． 必 要 書 類    ○イ  印 鑑 証 明 書  

 ○ロ  本 人 確 認 書 類  

 ○ハ  過 去 の 氏 名 や 住 所 を 検 索 条 件 と す る 場 合  

そ れ を 証 す る 書 類  

         ○ニ  被 相 続 人 の 不 動 産 を 調 査 す る 場 合 は  

戸 籍 謄 本 、 除 籍 謄 本 等  

         ○ホ  法 人 の 場 合 は 会 社 謄 本  

         ○ヘ  委 任 状  

 

１ ． 手 数 料     窓 口 等 で 請 求  １ ， ６ ０ ０ 円  

  ※ オ ン ラ イ ン （ 完 全 オ ン ラ イ ン ） １ ， ４ ７ ０ 円 ～ １ ， ５ ０ ０ 円  

た だ し 、 検 索 条 件 と い っ て 本 人 等 の 住 所 が 何 回 か 変 わ っ て い

る 場 合 、 氏 名 が 変 わ っ て い る 場 合 な ど は 変 更 し て い る ご と に

検 索 条 件 が 変 わ り 、 １ ， ６ ０ ０ 円 ×〇 と な り ま す 。  

 

１ ． 受 領      窓 口 又 は 郵 送 で 受 領  

た だ し １ 日 で す ぐ 受 領 で き る わ け で は な く 、  

２ ～ ３ 週 間 は か か り ま す 。  

 

こ の 手 続 き に よ り 、 被 相 続 人 の 不 動 産 調 査 が や り や す く な り ま す 。  


